
まちからのお知らせ、生活に関する制度について

　例年、３月下旬から４月上旬にかけては、引越しなどによる住所変更手続き等のため、窓口が大変混雑し

ます。そこで本町では、住民の皆様の利便性を考慮し、窓口業務の一部の時間延長ならびに休日窓口の開設

を実施します。

１　実施期間　３月24日（月）～４月４日（金）
２　延長時間（本庁および野方支所）

　　①平日（月～金）は、午後７時まで　　②土日は、午前８時30分～午後５時15分まで

３　取扱業務

　　■住所変更の手続き（転入・転出・転居）　

　　■住所変更手続きに伴う業務（印鑑登録、こども手当、水道開栓など）

　　■証明書発行業務（住民票、印鑑証明、戸籍証明、税証明）

＊ 内容によってはお取り扱いできず、後日改めてお越しいただくことがありますので事前にお問い合わせく

ださい。

＊ なりすまし等による不正防止のため、各種手続きの際は、身分証明書（運転免許証など）の提示をお願い

しております。

◆引越しシーズンにおける窓口延長のお知らせ

◆ひとり親家庭医療費助成について

　ひとり親家庭医療費助成制度は、ひとり親家庭に認定された世帯が病院や診療所で診療を受けたときに、
健康保険の自己負担分を助成する制度です。

①　対象となる方

　町内に住所があり、次のいずれかに該当する児童を養育、監護されている方が対象となります。
　（※児童とは、18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある方です。）

　・父母が婚姻を解消した児童　　　　　　　　　　・父または母が死亡した児童
　・父または母が重度の障害の状態にある児童　　　・父または母が生死不明である児童
　・父または母が１年以上遺棄している児童　　　　・父または母が１年以上拘禁されている児童
　・母が婚姻によらないで生まれた児童　　　　　　

②　手続きについて

　受給者証の交付を受けるためには申請が必要です。下記のものをご準備の上、申請してください。
　・印鑑（シャチハタ不可）　・住民票（１通）　・戸籍謄本（１通）　・所得証明（１通）　・保険証

③　支払いについてのお知らせ

　昨年から本町では、重度心身障害者医療費助成や子ども医療費助成など類似する制度との混乱を避けるた
め、申請月の翌々月に助成金を振り込んでおりますのでご理解ください。
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